特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納の明細書の記載要領

１　「１　延納申請税額」欄

⑴　「①納付すべき相続税額」欄は、相続税申告書の提出又は更正、決定により納付することとなった相続税の額（加算税、利子税及び延滞税の額は含みません。）を記載してください。

⑵　「③　①のうち納税猶予をする税額」欄には、租税特別措置法第70条の６の規定による農地等についての相続税の納税猶予及び同法第70条の７の２並びに同法第70条の７の４の規定による非上場株式等についての相続税の納税猶予を受ける税額の合計額を記載してください。

２　「２　特別緑地保全地区等内土地の割合」欄

課税相続財産を特別緑地保全地区等内土地に係るもの、立木（計画伐採立木を含みます。）に係るもの及び不動産等に係るものに区分し、それぞれの財産の価額が全体の課税相続財産の価額に占める割合を次により計算して記載してください。
なお、③欄に記載する納税猶予額がある場合は、特例農地等については農業投資価格、特例非上場株式等については特例非上場株式等の価額の20％の額（会社ごとに計算し、1円未満の端数切捨て）により計算してください。
（注）「不動産等」とは、課税相続財産のうち、不動産、立木、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資（※）をいいます。

（※）株式及び出資のうち、相続や遺贈によって財産を取得した人及びその親族その他の特別関係者（相続税法施行令第31条第１項に掲げる者をいいます。）の有する株式の数又は出資の金額が、その会社の発行済株式の総数又は出資の総額の50％超を占めている非上場会社の株式及び出資をいいます。

　○詳しくは「相続税の申告のしかた」の58ページ（申告書第11表の記載要領）を参照してください。
⑴　「割合の判定」欄は、端数処理を行うことなく計算し、立木に係るものの割合が 0.3を超えるかどうか及び不動産等に係るものの割合が 0.5以上となるかどうか又は0.75以上となるかどうかを判定してください。

⑵　「割合の計算」欄は、次により計算してください。

イ　端数計算は次によります。

 (イ)　課税相続財産の価額は、 1,000円未満の端数を切り捨てる。

 (ロ)　割合については、小数点以下第３位未満を切り上げる。

ロ　特別緑地保全地区等内土地の価額（⑦欄）は、「７　特別緑地保全地区等内土地の価額」欄の「相続税評価額」欄の合計額を記載します。

ハ　立木の価額の割合（⑱欄）は、不動産等の価額の割合（⑫欄）が 0.5未満で、かつ、立木の価額の割合（⑪欄）が 0.3を超える場合だけ記載してください。

３　「３　延納申請税額の内訳」欄

不動産等の価額の割合（端数を処理する前の割合）が50％以上と50％未満の場合に応じてそれぞれの欄に掲げた算式により、相続財産の種類に対応する延納相続税額を計算して記載してください。この場合、⑳、 eq \o\ac(○,21)、 eq \o\ac(○,23)及び eq \o\ac(○,24)の各欄に記載する金額の計算上100円未満の端数が生じた場合には切り上げて計算してください。

４　「４　延納申請年数」欄

延納申請税額の内訳ごとに最高の年数以内で延納を希望する年数を記載してください。ただし、「⑥延納申請税額」欄の金額を10万円で除して得た数（１年未満の端数があるときは、切上げます。）に相当する年数を超える場合には、その数に相当する年数の範囲内とします。

５　「６　分納期限及び分納税額」欄

「分納期限」欄は、納期限から１年以内の希望する日を初日として、毎年同一月日を記載します。

６　「７　特別緑地保全地区等内土地の価額」欄

⑴　「特別緑地保全地区等内土地の区分」欄は、次の区分に応じそれぞれ該当する文字を○で囲んでください。

イ　緑……都市緑地法第12条《特別緑地保全地区に関する都市計画》の規定による特別緑地保全地区内にある土地

ロ　歴……古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第６条第１項《歴史的風土特別保存地区に関する都市計画》の規定による歴史的風土特別保存地区内にある土地

ハ　保……森林法第25条《指定》の規定により同条第１項第１号から第３号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地

⑵　「地積」欄及び「相続税評価額」欄は、特別緑地保全地区等内土地として指定された土地の地積及び相続税評価額を記載してください。

なお、１筆の土地の一部が指定されている場合には、指定部分の地積及び相続税評価額（その土地全体の相続税評価額×（指定部分の地積÷その土地全体の地積）の算式により算出した額）を記載し、その土地全体の地積及び相続税評価額を「備考」欄に記載してください。
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